
法定検査法定検査

清  掃清  掃

法定検査は
浄化槽の健康診断。
毎年一回受けてね。

微生物の働きで
汚水をきれいに
します。

なまえ浄化槽

浄化槽の使用者には法律で次の３つが義務付けられています

埼玉県マスコット「コバトン」＆「さいたまっち」
彩の国 埼玉県

法定検査を受けなくてよいという事業者は悪質な事業者です。
気を付けましょう。

●保守点検は保守点検業者に、清掃は清掃業者に、法定検査は県が指定した指定検査機関に

　依頼してください。それぞれに費用（手数料）がかかります。

装置の点検・調整
消毒薬の補充など

保守点検保守点検

（設置後の検査）
（定期検査）

たまった汚泥や
固形物の引き抜き

設置された浄化槽が、適正に施工され、正常に機能しているかを確認する検査です。
浄化槽を使い始めて３か月を経過した日から５か月の間に行わなければなりません。

設置後の検査（浄化槽法第７条第１項）

維持管理が適正に行われ、浄化槽の正常な機能が発揮されているかを確認する検査です。
毎年１回行わなければなりません。

定期検査（浄化槽法第１１条第１項）



浄化槽についての問い合わせ・依頼（申込）先

埼玉県環境部水環境課
中央環境管理事務所
西部環境管理事務所
東松山環境管理事務所
秩父環境管理事務所
北部環境管理事務所
越谷環境管理事務所
東部環境管理事務所

各市町村浄化槽担当課

☎０４８－８３０－３０８３
☎０４８－８２２－５１９９
☎０４９－２４４－１２５０
☎０４９３－２３－４０５０
☎０４９４－２３－１５１１
☎０４８－５２３－２８００
☎０４８－９６６－２３１１
☎０４８０－３４－４０１１

清 掃 業 者…市町村ホームページ又は市町村の
浄化槽担当課にお尋ねください。

保守点検業者…県水環境課ホームページ又は水環境課・
環境管理事務所にお尋ねください。

指定検査機関…上記をご覧ください。

埼玉県マスコット「コバトン」

●  ●●  ●

加須市

幸手市

杉戸町
宮代町

白岡市

春日部市

町
伏
松

吉川市越谷市

三郷市

八潮市

草加市
川口市蕨市

戸田市

市
光
和

市
座
新
市
霞
朝

志木市

羽生市

行田市

久喜市鴻巣市

北本市
吉見町

川島町
桶川市

上尾市

さいたま市

所沢市
入間市

狭山市 富士見市
三芳町

ふじみ野市

川越市
飯能市 日高市

毛呂山町

越生町

鳩山町
坂戸市

鶴ヶ島市

東松山市
ときがわ町

町
山
嵐 町

川
滑

小川町
東秩父村

熊谷市
深谷市本庄市

町
里
美

寄居町

町
里
上

町
川
神

皆野町

横瀬町

秩父市

小鹿野町

長　町

●浄化槽の設置場所の市町村によって、申込先が違います。

●指定検査機関に直接電話又は申込ハガキ（検査依頼書）で申し込んでください。

●契約している保守点検業者、清掃業者も申し込みを受け付けます。

●資格を持った保守点検業者（指定採水員）は、法定検査の一部を行えます。

１０人槽以下
１１～２０人槽
２１～５０人槽
５１～３００人槽
３０１～５００人槽
５０１人槽以上

１4　　　　　　　　,０００円
１5,０００円
１7,０００円
２2,０００円
２4,０００円
４０,０００円

6,０００円
8,０００円

１1,０００円
１4,０００円
１6,０００円
３２,０００円

対象処理人員 設置後の検査（７条）

【法定検査部】深谷市田谷１１　　
　　　　　　　電話　０４８－５０１－５７０７
【支　　　所】杉戸町清地５－４－１０
　　　　　　　電話　０４８０－３３－３５３５

（一社）埼玉県浄化槽協会
【本　　部】さいたま市北区土呂町１－５０－４
　　　　　　電話　０４８－７７８－８７００
【西部支所】坂戸市八幡１－１１－３４
　　　　　　電話　０４９－２８４－２９１１

（一社）埼玉県環境検査研究協会

（消費税非課税）

伊奈町
蓮田市


